
令和７年度 第１回分科会

令和７年７月２日（水）13：30～15：00
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東京都
省エネ・再エネ住宅推進プラットフォーム
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１．団体の活動紹介
(1)日本木造住宅産業協会
(2)東京ビルダーズネットワーク

２．中大規模木造建築物促進につながる直近の法改正概要について

３．東京都の木材利用の促進策について
(1)建築物木材利用促進協定
(2)木材利用ポイント事業の緩和要件
(3)構造木質化に係る補助
(4)中層木造共同住宅の実例紹介及び講習会

４．事務連絡

第1回分科会 木材利用促進・木造集合住宅設計等について
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１．団体の活動紹介

一般社団法人 日本木造住宅産業協会のご紹介

令和7年7月2日（水）
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１．団体の活動紹介

本日お話させて頂く内容

１．木住協とは？

２．木住協会員の特徴

３．木住協の組織について

５．各事業委員会のご紹介

６．木住協の事業活動について

７．木住協の「木造建築物・1時間耐火構造について」

８．木住協で取得した「高耐力・耐力壁」について

９．「中大規模木造建築ポータルサイト」のご紹介
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１．団体の活動紹介
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１．団体の活動紹介
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１．団体の活動紹介

１．会員・・・３タイプが揃う多様な構成

１種会員：木造住宅の生産者（施工者）

２種会員：資材・設備サプライヤー

３種会員：設計事務所

※ 1種:48４会員､2種:68会員､3種:33会員､賛助:74会員
合計659会員 （2025年６月末現在）

２．４７都道府県すべてに会員がいます。・・・広域ネットワーク
全国１０支部体制 ・・・地域密着性

（北海道･東北･神奈川･北陸･静岡･中部･近畿･中国･四国･九州）

３．木住協会員の各種指標におけるシェア（※ 202３年度自主統計データ）

・住宅着工戸数に占める木造住宅における木住協のシェア

20.5％（木住協木造戸数：約80万戸/全国木造戸数：約387万戸）

・長期優良住宅に占める木住協のシェア
28.8％（木住協・長期優良戸数：約3.2万戸/全国・長期優良戸数：約11.3万戸）

※木住協木造戸建に占める長期優良住戸数の割合は40.9%

４．木住協会員の木造軸組工法における国産材利用の実態調査（※調査対象年度 2023年度）

・1種会員の国産材使用率 52.7％ （前回調査：48.5％） ※平屋増加・910ﾓｼﾞｭｰﾙ増・1000ﾓｼﾞｭｰﾙ減の規模縮小化

（参考：プレカット会社の国産財使用率 41.7％ （前回調査：34.1％））

木住協会員の特徴
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１．団体の活動紹介

木住協の組織について(2025年1月現在）
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１．団体の活動紹介

各事業委員会のご紹介
技術開発委員会（技術開発部）：木造軸組工法建築物に関する技術開発

資材・流通委員会（資材・流通部）：最新の設備・技術情報やニュートレンドの発信

生産技術委員会（生産技術部）：住宅生産に関するすべての活動をサポート（新築からリフォームまで）

・1時間耐火構造・2時間耐火構造、準耐火構造に係る技術開発と普及のための講習会を開催。
・省令準耐火構造の新規仕様の拡充と普及のための講習会を開催。
・非住宅の中大規模木造建築物に係る『高強度耐力壁』の開発と普及のための講習会を開催。
・長寿命木造、省エネ対策等をテーマとした研究開発成果の発行。
・木造の可能性「木造による非住宅建築部物」セミナーの開催。

・既存住宅状況調査の国家資格の窓口として「既存住宅状況調査技術者講習会」を実施。
・施工管理チェックポイントマニュアルの解説セミナー。
・建築大工技能者の能力評価制度と連携した基幹技能者の育成等の教育訓練。
・生産技術に関わる各種WGで木造住宅の現場に関わる情報提供・意見交換を実施。

・建材・住宅設備機器の商品情報誌「next one－資材メーカーおすすめ商品－」の発刊
・木造軸組工法住宅における国産材利用の実態調査（3年毎）
・資産価値のある高耐久住宅の調査と研究
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１．団体の活動紹介

各事業委員会のご紹介
業務・広報委員会（業務・広報部）：協会活動を知っていただくための積極的な広報活動

認定事業推進委員会（事業推進部）：住宅瑕疵担保責任保険・会員向け総合保険・地盤保証でサポート

研修企画委員会（研修企画推進部）：会員の事業発展・継続を支援するための講習会・セミナーの企画運営

・機関誌「木芽」の発刊。
・木のあるくらし「作文コンクール」（木育活動）の開催（今年で28回目）。
・HP「キッズの森」（木育活動）の運営。
・木住協「自主統計」（2024年実施分が35回目）
・メルマガ「木住協NEWS」/ 公式Instagram（ＳＮＳ）の展開

・最新情報の提供や会員ニーズを取らえた研修関係の開催（建築基準法など行政施策や環境関連など）。
・「木造ハウジングコーディネーター」の講習会・資格試験を実施【人材育成】
・住宅と税金～税制ガイドブックの発刊。
・住まいのトレンドセミナーの開催。

・住宅瑕疵担保責任保険法人の全社と提携した瑕疵担保責任保険「木優住宅（新築）」の提案
・工事総合保険（新築・リフォーム）
・地盤保険（新築・既存）
・検査料削減のための自主検査員を養成するための「木造住宅検査員講習会」の実施
・瑕疵保証事故抑制のための「事故抑制セミナー」の開催
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について

308,450円 501,170円
19
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について

Next  one資材メーカーおおすすめ商品

旬なテーマに基づく情報や住宅に関わる
資材メーカーのおすすめ商品を掲載する
情報誌として年３回発行しています。
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について
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１．団体の活動紹介

木住協の事業活動について



◇年度別１時間耐火大臣認定書（写し）発行数 2025年3月末 現在

年
度
別
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棟
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累
計
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行
数

棟

数

年度
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１．団体の活動紹介

木住協の『木造建築物・1時間耐火構造」について



◇木住協仕様による１時間耐火建築物の分析

23

建物用途別

【2024年度】

延べ面積別

【2024年度】

～200㎡
201㎡～
1,000㎡

1,001㎡～

2019年度 61% 27% 12%

2020年度 66% 22% 12%

2021年度 65% 31% 4%

2022年度 68% 23% 9%

2023年度 67% 20% 13%

2024年度 68% 21% 11%

■延べ面積別 割合

住宅系 （内専用住宅） 非住宅

2019年度 76% 47% 24%

2020年度 86% 57% 14%

2021年度 89% 61% 11%

2022年度 89% 59% 11%

2023年度 85% 67% 15%

2024年度 84% 54% 16%

■建物用途別 割合

１．団体の活動紹介

木住協の『木造建築物・1時間耐火構造」について



1時間耐火構造とすると 4階建てまで、
1.5時間耐火構造とすると 9階建てまで、（２０２２年６月公布改正基準法）
   2時間耐火構造とすると14階建てまで 純木造で建築可能。

中大規模木造建築を実現させるためには
構造安全性の確保が必須

⇒普通の耐力壁とは違い、7倍～20倍相当の高耐力な
耐力壁が必要。それにともない通常の接合金物とも違う
ものを木住協では色々と開発を進めてきました。
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１．団体の活動紹介

木住協で取得した「高耐力・耐力壁」について

◇中大規模木造建築物に必要な耐力壁
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記号お 構成概要
高さの
適用範囲

短期許容
せん断耐力

相当倍率

①
A-12-
ｓ

大壁耐力壁（片面張り）
面材：構造用合板12㎜
床勝ち受材仕様

2.4ⅿ以上
3.6ｍ未満

17.5kN/ｍ 8.9

②
A-24-
ｓ

大壁耐力壁（片面張り）
面材：構造用合板24㎜
床勝ち受材仕様

3.3ｍ以上
3.9ｍ以下

31.8kN/ｍ 16.2

③ B-12-s
真壁耐力壁（片面張り）
面材：構造用合板12㎜
床勝ち受材仕様

2.4ｍ以上
3.6ｍ未満

14.7kN/ｍ 7.5

④ B-24-s
真壁耐力壁（片面張り）
面材：構造用合板24㎜
床勝ち受材仕様

2.4ｍ以上
3.3ｍ未満

16.2kN/ｍ 8.2

⑤
B-12-

w

真壁耐力壁（両面張り）
面材：構造用合板12㎜
床勝ち受材仕様

2.4ｍ以上
3.6ｍ未満

29.8kN/ｍ 15.2

⑥
B-24-

w

真壁耐力壁（両面張り）
面材：構造用合板24㎜
床勝ち受材仕様

2.4ｍ以上
3.6ｍ未満

37.6kN/ｍ 19.2

⑦
C-12-

w

軸組挿入MPW仕様
面材：構造用合板12㎜ダブル仕様
床勝ち受材仕様

2.7ｍ以上
3.9ｍ以下

24.0kN/ｍ 12.2

⑧
D-12-

w

MPW＋構造用合板大壁（片面張り）
面材：C-12-w仕様＋構造用合板12㎜
床勝ち受材仕様

3.3ｍ以上
3.9ｍ以下

28.4kN/ｍ 14.4

概要
柱高さ

（横架材間距離）
壁倍率

真壁耐力壁（片面張り）
面材：構造用合板12㎜
床勝ち受材仕様

1.82ⅿ以上
3.15ⅿ以下

4.8

大臣認定を取得した耐力壁構造評定を取得した高耐力耐力壁

高耐力耐力壁（木住協仕様）
は構造評定を、
真壁5倍耐力壁（木住協仕様）
は4.8倍で大臣認定を取得。

＊詳細は木住協開催にWEB講習会で説明して
おります。

１．団体の活動紹介

木住協で取得した「高耐力・耐力壁」について



合板張り真壁耐力壁
高さ3.6ｍ 幅0.91ｍ

合板張り真壁耐力壁
高さ3.6ｍ 幅2.00ｍ
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１．団体の活動紹介

木住協で取得した「高耐力・耐力壁」について
◇真壁仕様の構面せん断試験状況
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１．団体の活動紹介

『中大規模木造建築ポータルサイト』のご紹介

※「中大規模木造建築ポータル
サイト」ホームページには、月
平均約1万件のアクセスがありま
す。

中大規模木造建築に取組みやすい
環境整備を目的として、中大規模
木造建築に関する各種の設計技術
情報を一元的に提供しています。

※木住協も団体会員として参
画し、普及促進に努めていま
す。



１．団体の活動紹介

みらいを切り拓く！中大木造建築
～中大木造建築物の普及加速化に資する構法解説集～

https://www.howtec.or.jp/publics/index/438/

『中大規模木造建築ポータルサイト』のご紹介

https://www.howtec.or.jp/publics/index/438/
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１．団体の活動紹介

東京ビルダーズネットワーク・TBNのご紹介

株式会社参創ハウテック

尾崎 誠一
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１．団体の活動紹介

設立：2021年5月

JBN・全国工務店協会の東京都連携団体

会員工務店53社

賛助会員9社

一般社団法人全国木造建設事業協会
・全木協東京都協会との連携
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１．団体の活動紹介

活動目的

中小工務店が技術向上と情報を共有する会

年4回の定例会と講習会の実施

  ・安全施工に関する啓発及び普及

  ・ＪＢＮが提供する情報の普及

  ・経営に関する情報の収集及び提供

  ・東京都の施策に関する提供

  ・災害時における木造応急仮設住宅建設

           応急修理対応及び被災地支援
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１．団体の活動紹介

2024年度活動内容

第一回定例会

 株式会社アルティザン建築工房

 新谷孝秀氏

 「これからの時代は性能向上リノベだ」
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１．団体の活動紹介

2024年度活動内容

第二回定例会

 株式会社ウッディーコイケ

 秩父の山林伐採現場と製材

     ・プレカット工場視察
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１．団体の活動紹介
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１．団体の活動紹介

2024年度活動内容

第三回定例会

 ・リフォーム工事における4号特例縮小問題

  講師：一般社団法人JBN・全国工務店協会

副会長 池田浩和氏

 ・「三階建て木造住宅の

      大規模模様替えの事例報告」

  講師：㈱増木工務店 取締役 高木恭子氏

㈱サトウ工務店 代表取締役 佐藤高氏

 ・石川能登公費解体でのANDPAD活用事例報告

㈱アンドパッド 社長室コミュニティマネージャー 平賀豊麻氏
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１．団体の活動紹介

2024年度活動内容

第四回定例会

 ・東京都環境局、住宅政策本部、産業労働局

  令和7年度の事業内容・施策について

 ・東京ゼロエミ取組みや補助金活用について

  株式会社シンクタウン

       代表取締役 冨永一径氏

株式会社清菱建設

       代表取締役 高橋俊行氏

大成興産株式会社

       常務取締役 峰尾剛敏氏
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１．団体の活動紹介

2024年度活動内容
講習会：木造住宅の環境性能向上実務者セミナー

 ①省エネな照明計画を学ぶ

  講師：大光電機(株)専門アドバイザー

 ②【省エネ実習編】計算プログラム実習

  講師：岐阜県立森林文化アカデミー教授

    辻充孝氏

 ③【構造基礎編1】地盤・基礎

  講師：山辺構造設計事務所代表

    山辺豊彦氏

 ④【構造基礎編2】壁量計算・N値計算

  講師：山辺構造設計事務所代表

    山辺豊彦氏
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１．団体の活動紹介

断熱施工実技研修会

令和4年度～6年度

施工技術者に対して省エネ基準・計算方法

省エネ基準・計算方法、設計・施工方法等

に係る座学講習と、断熱施工の実技研修を

行うことで受講者の知識と技術のレベル

アップを行いました。
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１．団体の活動紹介

東京ゼロエミ住宅勉強会

東京ゼロエミ住宅の水準に達するための断

熱性能や省エネルギー機器の選定、導入コ

ストを含め、中小工務店が取組やすいよう

に勉強会を行いました。また申請時の注意

点や建て主へのアナウンスなど細かな点に

ついて検討をしました。
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１．団体の活動紹介

建築物木材利用促進協定の締結

地域工務店における多摩産材等の利用促進や

地域の活性化等に寄与することで、2050年

二酸化炭素排出実質ゼロに向けた「ゼロエ

ミッション東京戦略」の実現に取り組むため、

東京都と「木材利用促進協定」を締結しまし

た。多摩産材をはじめとする国産木材の利用

拡大を行っていきます。
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１．団体の活動紹介

応急仮設住宅の視察と準備

能登半島地震における木造応急仮設住宅建設

を視察しました。

TBNでは一般社団法人全国木造建設事業協会

と連携し、東京都における災害時の応急仮設

住宅の準備をしています。

準備している応急仮設住宅は、耐震等級3・

断熱等級5に設定しています。
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１．団体の活動紹介

JBN・全国工務店協会との連携

省令準耐火構造

木外装の準耐火構造等のＪＢＮ認定制度

住宅リフォーム登録団体制度

一般社団法人建設技能人材機構（ＪＡＣ）
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１．団体の活動紹介

JBN・全国工務店協会との連携

令和7年度

暮らし維持のための安全・安心確保モデル事業
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１．団体の活動紹介

東京ゼロエミ住宅水準3 の家づくり：住宅
 UA値=0.37W/㎡K BEIZE＝0.58 太陽光発電5.6kW  蓄電池7kWh 
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１．団体の活動紹介

東京ゼロエミ住宅水準3 の家づくり：２世帯住宅
  UA値=0.37W/㎡K BEIZE＝0.58
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１．団体の活動紹介

東京ゼロエミ住宅水準3 の家づくり：２世帯住宅
 UA値=0.22W/㎡K BEIZE＝0.58
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１．団体の活動紹介

東京ゼロエミ住宅水準A の家づくり：集合賃貸住宅8世帯
 UA値=0.32W/㎡K BEIZE＝0.55 太陽光発電5.6kW 低圧一括受電方式
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１．団体の活動紹介

東京ゼロエミ住宅水準A の家づくり：集合住宅8世帯
 UA値=0.32W/㎡K BEIZE＝0.55 太陽光発電5.46kW 低圧一括受電方式
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１．団体の活動紹介

中古住宅の耐震と温熱改修の家づくり：住宅
 UA値=0.55W/㎡K ZEH水準
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１．団体の活動紹介

中古マンションの温熱改修の家づくり：分譲マンション
 UA値=0.48W/㎡K ZEH水準
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１．団体の活動紹介

東京都との住宅の省エネ化への取組

※東京ゼロエミ住宅の手引より
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１．団体の活動紹介

東京都との住宅の省エネ化推進への取組

※東京ゼロエミ住宅の手引より
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１．団体の活動紹介

東京都との住宅の省エネ化推進への取組

※東京ゼロエミ住宅の手引より
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１．団体の活動紹介

東京都との住宅の省エネ化推進への取組 ※東京都ホームページより
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１．団体の活動紹介

東京都との住宅の省エネ化推進への取組 ※東京都ホームページより
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１．団体の活動紹介

ご清聴ありがとうございました。
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２．中大規模木造建築物促進につながる直近の法改正概要について

建築物への木材利用促進等に係る建築基準（耐火・防火規制）の合理化

令和５年４月１日施行

◆ 階数に応じて要求される耐火性能基準の合理化（令第107条）

令和６年４月１日施行

◆ 耐火建築物に係る主要構造部規制の合理化（法第２条）

◆ 大規模木造建築物の主要構造部規制の合理化（法第21条）

◆ 防火規制に係る別棟みなし規定の創設（法第21・27・61条等）

◆ 既存不適格建築物の増築等に係る規制の合理化（法第86条の７）

◆ 避難時倒壊防止構造の合理化（法第27条）

◆ 吹抜き等の空間を設けた場合における防火区画（面積区画）に係る規制の合理化（令第112条）



２．中大規模木造建築物促進につながる直近の法改正概要について

◆ 階数に応じて要求される耐火性能基準の合理化（令第107条）

出典：
国交省解説資料（抜粋）



２．中大規模木造建築物促進につながる直近の法改正概要について

◆ 耐火建築物に係る主要構造部規制の合理化（法第２条）

出典：国交省改正法制度説明資料（抜粋）



２．中大規模木造建築物促進につながる直近の法改正概要について

◆ 大規模木造建築物の主要構造部規制の合理化（法第21条）

出典：国交省改正法制度説明資料（抜粋）



２．中大規模木造建築物促進につながる直近の法改正概要について

◆ 防火規制に係る別棟みなし規定の創設（法第21・27・61条等）

出典：
国交省解説資料（抜粋）
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２．中大規模木造建築物促進につながる直近の法改正概要について

建築物への木材利用促進等に係る建築基準（耐火・防火規制）の合理化の参考資料

階数に応じて要求される耐火性能基準の合理化（令第107条）

・ 国交省HP（解説資料）：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000175.html
・ 技術的助言：「建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について」

（令和５年３月24日付け国住指第536号・国住街第244号）

耐火建築物に係る主要構造部規制の合理化（法第２条）
大規模木造建築物の主要構造部規制の合理化（法第21条）
防火規制に係る別棟みなし規定の創設（法第21・27・61条等）

・ 国交省HP（改正法制度説明資料）：https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html
・ 告示：耐火建築物に係る主要構造部規制の合理化 → 令和６年国土交通省告示第231号

大規模木造建築物の主要構造部規制の合理化 → 令和６年国土交通省告示第284・285・286号
防火規制に係る別棟みなし規定の創設 → 令和６年国土交通省告示第227・228・229・230号

・ 技術的助言：脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する
法律等の施行について（令和６年３月29日付け国住指第434号・国住街第160号）

参考資料

・ 木を活かす建築推進協議会：ここまでできる『木造建築のすすめ』改訂版（令和７年３月）
木造の防耐火規制の解説や実際の建築物事例が掲載

https://www.kiwoikasu.or.jp/data/89ce4ff063cb4051af11aed818c36343.pdf

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000175.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html
https://www.kiwoikasu.or.jp/data/89ce4ff063cb4051af11aed818c36343.pdf
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３.東京都の木材利用の促進策について

(1) 建築物木材利用促進協定

概
要

・令和３年の法改正において、建築物における木材利用を促進するための「建築物木材利用促進協定」制度が創設

・建築主となる事業者等は、建築物における木材利用の構想を実現するため、国または地方公共団体と本協定を締結可能

・本協定は、地域材の利用促進や川上から川下が連携した木材の安定的な供給体制の構築にも活用可能

〇協定締結の形態イメージ

林野庁「〜森林を活かした都市等のウッド・チェンジ〜ハンドブックver.4」資料より抜粋

〇協定の目的

建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、

東京都と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用

を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指す。

〇協定のへの記載内容

① 協定締結者

② 建築物木材利用促進構想

③ 構想の達成に向けた取組の内容

④ 国又は地方公共団体の取組

⑤ 協定の対象区域

⑥ 協定の有効期間
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３.東京都の木材利用の促進策について

(1) 建築物木材利用促進協定

〇協定の締結実績

林野庁「〜森林を活かした都市等のウッド・チェンジ〜ハンドブックver.4」資料より転用

〇協定締結によるメリット

建築主となる事業者

ホームページへの公表やメディアからの取り上げ等による、当該事業者の社会的認知度向上に加え

環境意識の高い事業者として社会的評価も向上

木材利用による炭素固定など環境保全への貢献はＥＳＧ投資など新たな資金獲得につながる可能性

国や地方公共団体による財政的な支援を受けられる可能性の高まり

（例：一部予算事業におけるか店頭優先的な措置等 ※都においては現在検討中）

林業・木材産業事業者

信頼関係に基づくサプライチェーンの構築

事業の見通しが立つことによる経営の安定化

林業・木材産業が環境保全に資するという国民理解の情勢

建設事業者

信頼関係の構築による安定的な需要の確保

サプライチェーンの構築による安定的な木材調達

ホームページへの公表やメディアからの取り上げ等による、技術力のアピールや社会的認知度向上

令和７年５月末現在 計２５件

（（公社）日本建築士会連合会、（一社）

全国木材組合連合会、全国建設労働組合総

連合、（一社）JBN・全国工務店協会、

（一社）日本木造耐火建築協会、建設事業

者、等）

【事業者等と国】

令和７年５月末現在 計１０９件

（森林組合連合会、木材組合連合会、建設

事業者、設計事業者、銀行、電力会社、学

校法人、医療法人、等）

【事業者等と地方公共団体】

※締結順



➢ 全国建設労働組合総連合東京都連合会の木材利用の促進に関する構想

木造住宅の施工に係る大工技能者等の育成や、地域工務店等の手掛ける都内民間住宅・建築物等における多摩産材

   等の利用を促進することで、「カーボンハーフ」の実現と、「ゼロエミッション東京」の実現に貢献する。

➢ 全国建設労働組合総連合東京都連合会の構想の達成に向けた取組の内容

・大工技能者の技術を体験する木工教室等を通じて大工技能者等への関心を高める取組の実施、木材利用の意義等を

       一般消費者へ広く普及

・イベント等を通じた、大工技能者等の技術・技能の魅力や木材の特性・知識等の周知。入職直前の若者等を主に、

       幅広い世代の関心を高める活動を実施

・木を使って家をつくる団体が加盟する組織として、消費者に対して多摩産材をはじめとした国産木材の魅力を発信

・川上から川下ま での現場見学等を通じて組合員への情報提供・学習の場を設け、組織内での利活用を促進

・組合員の木材利用と、加盟組合における都内区市町村との建築物木材利用促進協定の締結を促進

➢ 構想の達成のための東京都による支援

・全国建設労働組合総連合東京都連合会に対する情報共有・意見交換への協力

・全国建設労働組合総連合東京都連合会の取組の周知・広報に関する協力

・都内区市町村と全国建設労働組合総連合東京都連合会加盟組合との、建築物における木材利用に関する連携を促進

東京都と全建総連東京都連合会による建築物木材利用促進協定

協定締結日：令和５年３月10日
有効期間：協定締結日から

令和10年３月９日まで
対象区域：東京都内

事例１ 全国建設労働組合総連合東京都連合会



➢ 東京ビルダーズネットワークの木材利用の促進に関する構想

地域工務店における多摩産材をはじめとする国産木材の利用拡大や木造建築の担い手である大工等の活

躍を後押しすることで、木材利用の促進や地域の活性化等に寄与し、「ゼロエミッション東京戦略」の実現に取り組

むとともに、合法伐採木材等の利用によりSDGsを推進していく。

➢ 東京ビルダーズネットワークの構想の達成に向けた取組の内容

・多摩産材をはじめとする国産木材の利用拡大に向け、構造材への活用の推進及び各規格の策定等による、

  構造材における国産木材率50％に向け尽力

・外構や設備等における多摩産材を中心とした木材利用の推進、及び会員、消費者に対する現場見学会や

木材利用事例提供等を通じた意識啓発による、建築材料の木質化促進

・応急仮設木造住宅に関する国産木材を使用した建設の推進、及びそれに伴う他団体や地域の関連事業

者等との連携構築による迅速な災害対応体制の構築

・研修会等による木造建築の担い手となる設計者、現場監督及び建築大工等の育成

➢ 構想の達成のための東京都による支援

・東京ビルダーズネットワークへの情報共有・意見交換への協力

・東京ビルダーズネットワークの取組の周知・広報に関する協力

地域工務店等による国産木材利用と人材育成に関する建築物木材利用促進協定

事例２ 東京ビルダーズネットワーク

協定締結日：令和７年４月24日
有効期間：協定締結日から

令和12年３月末まで
対象区域：東京都内
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３.東京都の木材利用の促進策について

(2)木材利用ポイント事業の緩和要件

目
的

多摩産材及び国産木材を利用し、環境に配慮した住宅の新築・リフォームをした者に対して、東京の特産物等と交換できるポイントを交付する

ことで、木材の需要を喚起するとともに、ゼロエミッション東京の実現につなげる。

〇事業の経緯ほか

令和４年度

住宅において、多摩産材の利用量に応じて東京の特産物等と交換できるポイントを交付

令和５年度

令和６年度

令和７年度～

新築戸建て住宅（ゼロエミ住宅のみ）を対象に実施

リフォーム（環境に配慮した補助金等を活用した住宅のみ）も対象に追加

新築戸建て住宅：東京ゼロエミ住宅認証を取得していなくても対象に追加

リフォーム ：CO2削減を目的とした補助金を活用した改修以外も対象に追加

要検討

※申請受付期間 通年
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３.東京都の木材利用の促進策について

(2)木材利用ポイント事業の緩和要件

④贈呈品の発送

③ポイントと交換する贈呈品の申込

住宅工事業者等
（ポイント申請手続を代行）

①ポイントの申請

②交付ポイント数、交換事務局に贈呈
品を申込むためのパスワード等の通知

（手続代行 を依頼）

申請者
（建主）

交換事務局

審査事務局

〇事業のフロー
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３.東京都の木材利用の促進策について

(2)木材利用ポイント事業の緩和要件

自らの居住用に新築した

戸建住宅

自ら居住する住宅のリフォーム

※集合住宅含む、賃貸を除く

多摩産材を４㎥以上使用

多摩産材を９㎥以上使用（床又

は内壁の室内に面する部分が対

象）

令和６年４月１日以降に完成

※東京ゼロエミ住宅認証取得の

場合は、令和４年４月１日以降

完了

令和６年４月１日以降に内装木

質化が完了

※ＣＯ2削減を目的とする都等

の補助金を受けて改修された住

宅は、令和５年４月１日以降に

内装木質化が完了

建築基準法等の関係法令に適合

した住宅
―

〇対象住宅の要件 〇対象住宅１件当たりの交付ポイント数

新築した戸建住宅

※（ ）内は東京ゼロエミ住宅認証

を取得した場合

住宅のリフォーム

※（ ）内は補助金等によりCO2削

減目的の改修を行った場合

最大
ポイント
獲得数

60万（90万）pt 30万（45万）pt

多摩産材
利用量

８万（12万）pt/１㎥ ３千（４千５百）pt/１㎥

国産木材
利用量

１万（１万５千）pt/１㎥ ２千（３千）pt/１㎥

例）
５㎥（多摩産材）×８万pt
＋４㎥（国産木材）×１万pt
＝44万pt

10㎡（多摩産材）×3千pt
＋５㎡（国産木材）×２千pt
＝４万pt
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３.東京都の木材利用の促進策について

(2)木材利用ポイント事業の緩和要件

〇現状と課題

●WEB広告・SNS広告の展開

●広告対象地域のターゲッティング

●店舗兼住宅（※住宅部分の面積のみ）

●内装材の厚さ変更

●再販物件

●増築

●商品券に交換できるポイント上限

を獲得ポイントの半分までに拡大

●追加工事費用へのポイント使用

➀ 広報拡充 ② 適用対象の拡大 ③ ポイント交換対象の拡大

＜利用実績＞

令和６年度末時点で、ポイントの付与実績

に対する利用実績は52％（うち特定工事の

活用は実績なし）。

利用者にとって、さらに使いやすく魅力的な

事業とするため、利用条件の見直しが必須

※交付されたポイントの有効期間は１年間

R4 R5 R6 R7

ポイント交付件数

(件)

R4 R5 R6

ポイント利用実績
(pt)

付与数 利用数

＜申請件数＞

令和６年度末時点でポイント交付実績は

計約50件。

令和７年度は５月末時点で約20件であり、

申請実績は着実に上昇傾向にあるものの、

さらなる利用の拡大が必要である。

課題の解決に向けて、例えば…
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３.東京都の木材利用の促進策について

事業概要

・構造木質化のため、国産木材を使用する防耐火構
造の大臣認定取得費用負担者に対し、認定取得費
用の一部を補助

・認定書が交付された認定に対し、認定取得費用
（建築基準法に定める手数料）の２分の１補助

事業内容

評価機関との事前相談

評価機関への申請

性能評価

性能評価書の交付

大臣認定書の交付

国交省への認定申請

大臣認定取得の流れ

●申請手数料の例

柱(3時間耐火) …310万円

梁(3時間耐火) …290万円

耐力壁(2時間耐火) …224万円

   ※試験体の作成費用は対象外

延べ面積500㎡以上の
建築物に導入する認定が対象

スプリンクラー＋機械
排煙で内装制限の規定
を適用しない計画事例

スプリンクラー設備等を設置することにより、国産
木材による構造木質化等が可能となる床面積が合計
500㎡以上の建築物が対象（設置義務建築物も対象）

（画像引用）令和元年度 木造建築技術等先導事業報告書（事例集）
令和３年度 中大規模木造普及シンポジウム 事例報告会

事業内容

・構造木質化のため、スプリンクラー設備等を設置し
内装制限の規定を適用しない建築計画を行う建築主
に対し、スプリンクラー設備等設置費の一部を補助

・スプリンクラー設備等の設置にかかる費用の
２分の１補助（上限2625万円）

事業概要

構造木質化に係る大臣認定取得費用補助金 構造木質化の推進に係るスプリンクラー設備等設置補助金

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/mokushitsuka-suishin.html詳細はＨＰ参照

(3)構造木質化に係る補助

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/mokushitsuka-suishin.html


３.東京都の木材利用の促進策について

〇木材の利用によるCO２の固着化
樹木は、光合成によって大気中のCO2(二酸化炭素)を取り込み、木材の形で炭素を貯蔵
木材を建築物に用いることで大気中のCO2の固定化が可能（新築戸建１棟でCO2 約19 t 貯蔵）

〇木造化により原材料製造のCO2排出量削減（エンボディドカーボンの削減）
建築物の建設に使用される建材の製造、輸送、設置に起因する二酸化炭素排出量において、
特に、木材の利用により鉄やコンクリート等の原材料の抽出、製造でのCO2の発生を抑制する
ことが可能

⇒住宅等への木材利用によるカーボンハーフ、ゼロエミッション東京への貢献が可能

①住宅の木材利用による地球環境への貢献

【参考】
木造住宅１戸の炭素貯蔵量 18.96ｔ-CO2
戸建住宅の平均床面積120㎡
単位面積当たり炭素貯蔵量 0.158ｔ-CO2／㎡

日本木造住宅産業協会より

人間一人の年間CO2排出量：９～10ｔ
２人分のCO2を貯蔵

(4)中層木造共同住宅の実例紹介及び講習会



３.東京都の木材利用の促進策について

②住宅での木材利用範囲が拡大

〇建築基準法の改正による木材利用の促進

〇令和元年６月に建築基準法改正
木造でも、延焼のおそれのある部分の外壁、軒裏、開口部の延焼防止性能の向上や
防火設備によって、準耐火建築物でも耐火建築物と同等と評価
⇒防火地域でも、準耐火建築物の建設が可能となり、木造の利用の可能性が拡大

⇒３～５階建ての中層共同住宅の建替えによる木造化のポテンシャルが拡大

(4)中層木造共同住宅の実例紹介及び勉強会

（参考）建築物の耐火上の要件



都内の共同住宅数

（棟数） （戸数）

木造 非木造 木造 非木造

1～２階 126,400 81,000 1～２階 531,900 383,000

3～５階 10,100 185,100 3～５階 48,500 1,895,300

6～10階 ― 40,000 6～10階 ― 1,220,900

11階以上 ― 13,800 11階以上 ― 310,000

令和５年住宅土地統計調査より

（棟数）
木造 非木造

1980年以前

1～2階 18,168 5,510

3～5階 991 34,539
6～10階 ― 4,403
11階以上 ― 1,236

1981年～
2000年

1～2階 56,674 36,319

3～5階 4,612 91,486
6～10階 ― 20,246
11階以上 ― 5,179

2001年以降

1～2階 51,557 39,220
3～5階 4,459 59,075
6～10階 ― 15,351

11階以上 ― 7,441

令和５年住宅土地統計調査より推計

都内の共同住宅の経年

３.東京都の木材利用の促進策について

(4)中層木造共同住宅の実例紹介及び講習会

〇都内の中層共同住宅（３～５階）について
・都内の全共同住宅の42.8％（棟数ベース）を占めており、その多くが非木造で建設
・築45年以上の住宅が多いため、今後、その多くの建て替えが進む可能性
・建築価格の高騰や法改正により、非木造よりも安価な木造のポテンシャルが高まる
（木造共同住宅70～100万円/坪、RC造共同住宅 80～120万円／坪（民間調査））

⇒３～５階建ての中層共同住宅の建替えによる木造化のポテンシャルが拡大

③中層共同住宅の状況
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３.東京都の木材利用の促進策について

地域工務店が手掛けた4階建
小規模木造耐火・共同住宅

地域工務店として4階建て木造耐火構造の可能性

岡庭建設㈱

(4)中層木造共同住宅の実例紹介及び勉強会
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３.東京都の木材利用の促進策について

設立

所在地

事業内容

役員

正社員

：昭和45年（1970年）
：東京都西東京市富士町

：建設業・建築設計・不動産業

：4名
：38名

■団体を通じての委員会・WG活動等
○住宅省エネWG（木活協）
○CASBEE住まい小委員会（JSBC）
○一人親方問題検討会（国交省）
○労働安全衛生標準見積検討会（国交省）
○東京ゼロエミ住宅あり方検討会
○東京都省エネ再エネプラットフォーム推進委員会
○東京都花粉の少ない森作り運動推進委員他
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３.東京都の木材利用の促進策について

物件情報

所在地 東京都中央区

用途 共同住宅(賃貸住宅)

構造 木造耐火構造 4階建

建築面積 66.00㎡

延床面積 252.00㎡(63㎡＊４階）

建ぺい率 63.48%(上限100%)

敷地面積 103.97㎡

防火規制 防火地域
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３.東京都の木材利用の促進策について

建物計画の詳細

4階: ２戸
約22.50㎡の住戸

3階: ２戸
約22.50㎡の住戸

2階: ２戸
約22.50㎡の住戸

1階: エントランス・２店舗
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３.東京都の木材利用の促進策について

1F
平面図
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３.東京都の木材利用の促進策について

2F-4F
平面図
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３.東京都の木材利用の促進策について

立面図
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３.東京都の木材利用の促進策について

４階建共同住宅にした経緯

小規模共同住宅の経験

本物件・各戸約22.50㎡の効率的な空間活用

木造耐火建築物の経験あり

防火規制と限られた敷地での経験（多くは無いが・・・）

今後の建設力の技術の幅を地域に活かす

構造家との連携もきっかけに

未知数であった木造４階建てを知る構造事務所と連携

地域工務店としての挑戦力
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３.東京都の木材利用の促進策について

法規制対応と設計

防火規定
耐火構造への適合

構造規定
構造計算のサポート

審査対応

専門家の助言

構造・防火等の専門性ある方との連携性

複雑な法規制への確実な対応
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３.東京都の木材利用の促進策について

構造計画等の難点と対応

基礎構造

杭基礎等、経験のない基礎構造へ

の対応
耐震設計

高耐力壁など経験のない耐力への対応と施工性との兼ね合い

ルート１でなくルート２

構造建築家がいたからこそ対応できた

軸力・水平力の難題

木材の構造強度と継手・仕口等
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３.東京都の木材利用の促進策について

基礎
＋
杭
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３.東京都の木材利用の促進策について

基礎
＋
杭
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３.東京都の木材利用の促進策について

基礎
＋
杭
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３.東京都の木材利用の促進策について

基礎
完成
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３.東京都の木材利用の促進策について

高耐力仕様構造用合板張り耐力壁（JISA3301）の採用
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３.東京都の木材利用の促進策について

１Fには高耐力壁ダブル
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３.東京都の木材利用の促進策について

軸力を大きく受ける柱は基礎に直接伝達
（土台木材のめり込み防止）
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３.東京都の木材利用の促進策について

高耐力壁金物とビス
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３.東京都の木材利用の促進策について

高耐力壁ダブル

社員大工と検討
面材釘留を考慮し
壁間隔を５００ミリに
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３. (4)中層木造共同住宅の実例紹介及び勉強会
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３.東京都の木材利用の促進策について

東京ゼロエミ住宅仕様規定
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３.東京都の木材利用の促進策について

防火計画の難点と対応
耐火構造への適合

壁・柱・梁・貫通孔

の耐火被覆計画

サッシの納まり

防火区画計画

配管スリーブ

配線ルート

付属物の取付き

避難計画

避難経路の確保

避難ハッチ

耐火構造と木質化

外壁の一部に木質外壁

（木住協大臣認定採用）
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３.東京都の木材利用の促進策について

木造耐火は石膏ボード張りが主役？
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３. (4)中層木造共同住宅の実例紹介及び勉強会
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３.東京都の木材利用の促進策について

設計・施工力と工事監理・現場管理の重要性

設計・工事監理の重要性

施工を可能とする設計力

現場管理の重要性

同業者間の技術交流の重要性

木造耐火技術の設計技術の情報不足 木造耐火の施工技術の情報不足
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３.東京都の木材利用の促進策について

学びの場と

工務店等ネットワークの必要性

勉強会・研究会の場の構築
定期的な知識共有の場

事例を基にした実践的学習

施工技術と技術者のネットワーク
ライバルを超えた情報交換

ノウハウのデジタルアーカイブ

行政支援連携の必要性
共同研究・勉強会の場

次世代技術者の育成支援
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３.東京都の木材利用の促進策について

これまでの経験を活かしつつ次なるプロジェクトへ

木造4階建てを実現した技術力と経験がきっかけで次なるプロジェクトの検討中

地域工務店だからこそできる木造の新たな可能性を追求



３.東京都の木材利用の促進策について

⇒中層共同住宅の多くが建替えの時期を迎え、また、法改正等により木造利用が
有利な環境が整う状況にあり、中層共同住宅の建設・設計の主な担い手である
中小工務店・設計者による更なる対応が求められる

〇中層木造共同住宅の設計者・施工者が不足

・都内の中大規模の木造建築物については、大手ゼネコン・設計事務所が中心となり
建設を推進。中層木質賃貸マンションについても、大手賃貸建設会社が建設

・３～５階程度の共同住宅は、地元の中小工務店・設計事務所が建設
これまで培われてきた技術により、RC造や鉄骨造を中心に建設されており、
不慣れである中層の木造には取組めていない

④住宅での木材利用の拡大における課題

東京都により中小の工務店や設計事務所の技術者向けに中層木造共同住宅の講習会を開催

(4)中層木造共同住宅の実例紹介及び講習会



３.東京都の木材利用の促進策について

令和７年度 中層木造共同住宅の設計講習会

〇目的 ：中層共同住宅の木造化を進めるため、中小事業者向けに設計技術力向上の機会を提供
〇対象者 ：東京都省エネ・再エネ住宅推進プラットフォーム会員団体の設計者、技術者

（全６回の講習を通しで受講できる方）
〇定員 ：50名程度（先着順）
〇参加費 ：無料
〇講習会場 ：東京都建築士事務所協会会議室
〇申し込み先：https://forms.office.com/r/4iaaqgYBAn

回数 内容 月日 時間 講師

第１回
中大規模木造建築概論（国産木材利用の意義、環境の
観点、基準法改正等）

8 月8 日（金） 13:00～17:15
大橋好光（木を活かす建築推進協議
会）

第２回
中大規模木造建築の構法計画の基本事項、構造計画上
の留意事項、設計プロセス

10 月1 日(水) 10:00～15:00 大倉靖彦（アルセッド建築研究所）

第３回 ①中大規模木造建築の設計 10 月20 日(月) 13:00～15:00
八木敦司（スタジオ・クハラ・ヤギ一
級建築士事務所）

②中大規模木造建築に使用する木質系材料 10 月20 日(月) 15:15～17:15
小林研治（東京大学大学院農学生命科
学研究科）

第４回
防耐火規定の概要、告示の例示仕様（1 時間準耐火構
造、75 分準耐火構造）

11 月4 日(火) 13:00～17:15
安井昇（桜設計集団一級建築士事務
所）

第５回
燃えしろ設計、接合部の防耐火、軸組構法による事例
（準耐火建築物）

12 月10 日(水) 13:00～17:15
安井昇（桜設計集団一級建築士事務
所）

第６回 賃貸住宅の事業収益、損益分岐など 2026 年1 月 20日(火) ＰＭ（調整中） （調整中）

(4)中層木造共同住宅の実例紹介及び講習会
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４.事務連絡


	既定のセクション
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23: ◇ 木住協仕様による１時間耐火建築物の分析
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52
	スライド 53
	スライド 54
	スライド 55
	スライド 56
	スライド 57
	スライド 58
	スライド 59
	スライド 60
	スライド 61
	スライド 62
	スライド 63
	スライド 64
	スライド 65
	スライド 66
	スライド 67
	スライド 68
	スライド 69
	スライド 70
	スライド 71
	スライド 72
	スライド 73
	スライド 74
	スライド 75
	スライド 76
	スライド 77
	スライド 78
	スライド 79
	スライド 80
	スライド 81
	スライド 82
	スライド 83
	スライド 84
	スライド 85
	スライド 86
	スライド 87
	スライド 88
	スライド 89
	スライド 90
	スライド 91
	スライド 92
	スライド 93
	スライド 94
	スライド 95
	スライド 96
	スライド 97
	スライド 98
	スライド 99
	スライド 100
	スライド 101
	スライド 102
	スライド 103
	スライド 104


